[bookmark: _GoBack]令和４年度軽井沢町燃料価格高騰対策公共交通事業者支援給付金交付要綱

　（趣旨）
第１条　この要綱は、コロナ禍における急激な燃料価格高騰により厳しい経営環境にある、地域公共交通としての役割を担う町内のバス事業者及びタクシー事業者に対し、運行継続を緊急的に支援するため、給付金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
　（交付対象者）
第２条　給付金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
　⑴　道路運送法（昭和26年法律第183号）第４条の許可（業務の範囲を福祉輸送サービスに限定する旨の条件を付した一般乗用旅客自動車運送事業の許可を除く。）を受け、同法第３条第１号に規定する一般旅客自動車運送事業（以下「事業」という。）を経営する者のうち、町内に事業所又は営業所を有するもの
　⑵　令和４年４月30日において事業を経営しており、今後も事業を継続する意思がある者
⑶　この要綱の規定に基づく給付金の交付を受けていない者
２　前項の規定にかかわらず、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）及び軽井沢町暴力団排除条例（平成26年軽井沢町条例第17号）に規定する暴力団若しくは暴力団員又はこれらと密接な関係を有する者は、交付の対象としない。
　（給付金の額）
第３条　給付金の額は、次の各号に掲げる事業の種類に応じ、令和４年４月30日において、町内の事業所又は営業所において所有する事業用車両１台につき、当該各号に定める額とする。　
　⑴　道路運送法第３条第１号のイに規定する一般乗合旅客自動車運送事業及び同号のロに規定する一般貸切旅客自動車運送事業　20万円
⑵　道路運送法第３条第１号のハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業　10万円
（交付申請等）
第４条　給付金の交付を受けようとする者は、燃料価格高騰対策交通事業
　者支援事業給付金交付申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を添えて、町長に提出するものとする。
⑴　当該事業について道路運送法第４条の許可を受けていることを証する書類の写し
⑵　同意書兼誓約書（様式第２号）
⑶　その他町長が必要と認める書類
２　前項の規定による申請をすることができる期間の終期は、令和４年12月28日までとする。
　（交付決定及び額の確定）
第５条　町長は、前条第１項の申請があったときは、速やかにこれを審査し、適当と認めるときは、給付金の交付の決定及び額の確定を行い、その旨を当該申請者に通知するものとする。
（給付金の請求）
第６条　前条の交付の決定及び額の確定を受けた者は、速やかに燃料価格高騰対策交通事業者支援事業給付金交付請求書（様式第３号）に振込口座の通帳の口座番号及び口座名義人が確認できる箇所の写しを添えて、町長に提出するものとする。
（交付決定の取消し等）
第７条　町長は、第５条の申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、同条の交付の決定の全部又は一部を取り消し、又は既に交付した給付金
　を返還させることができる。
⑴　偽りその他不正の手段により第５条の交付の決定を受けたとき。
⑵　法令又はこの要綱に違反したとき。
（委任）
第８条　この要綱に定めるもののほか、給付金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
　　　附　則
（施行期日）
１　この要綱は、令和４年９月15日から施行する。
（失効）
２　この要綱は、令和５年３月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに第５条の交付の決定を行った給付金については、同日後もなおその効力を有する。


